
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
兼

高
齢
受
給
者
証
）
を
更
新
し
ま
す

　
現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保

険
証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
は
、
７

月
31
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
、
８
月

１
日
か
ら
新
し
い
保
険
証
（
兼
高
齢

受
給
者
証
）
に
変
わ
り
ま
す
。
新
し

い
保
険
証（
兼
高
齢
受
給
者
証
）は
、

７
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
５
月

末
日
時
点
の
情
報
で
作
成
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
す
で
に
市
役
所
で
喪
失

手
続
き
が
済
ん
で
い
る
方
に
も
行
き

違
い
で
届
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
際
は
、
お
手
数
で
す
が
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
し
い
保
険
証
は
、
保
険

証
の
発
行
が
廃
止
に
な
る
令
和
６
年

12
月
２
日
以
降
で
も
内
容
に
変
更
が

な
け
れ
ば
有
効
期
限
ま
で
使
用
で
き

ま
す
。

　
今
回
は
、
新
し
い
保
険
証
の
送
付

と
と
も
に
、
被
保
険
者
の
方
に
安
心

し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険

証
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
個
人
番
号
の
下
４
桁
を
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
の
で
ご
自
分
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
下
４
桁
と
一
致
す
る
か
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
保
険
証
と
し
て
利
用
登
録
が
さ
れ

た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ

保
険
証
）
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
、
ぜ

ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
喪
失
の

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
お
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

※
職
場
の
健
康
保
険
に
切
り
替
わ
っ

た
場
合
は
、
必
ず
国
民
健
康
保
険
の

喪
失
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
１

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用
認

定
証
等
の
更
新
の
ご
案
内

　
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
多
く
か
か

る
場
合
、
病
院
に
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、

同
じ
診
療
月
の
１
医
療
機
関
の
窓
口

で
の
支
払
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

に
な
り
ま
す
。
ま
た「
限
度
額
適
用・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付

を
受
け
た
方
は
入
院
時
食
事
代
も
減

額
に
な
り
ま
す
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
等
は

７
月
31
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま

す
。
引
き
続
き
、
認
定
証
等
が
必
要

な
方
は
７
月
24
日
か
ら
申
請
の
受
付

を
行
い
ま
す
の
で
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

対
象　

限
度
額
適
用
認
定
証

・
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
な
い

世
帯
・
70
歳
以
上
の
方
は
課
税
所
得

が
１
４
５
万
円
以
上
６
９
０
万
円
未

満
の
方

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証

・
70
歳
未
満
の
方
は
国
民
健
康
保
険

税
に
未
納
が
な
く
、
か
つ
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
・
70
歳
以
上
の
方
は

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

※
世
帯
に
未
申
告
の
方
が
い
る
場

合
、
正
し
い
区
分
の
限
度
額
適
用
認

定
証
等
を
発
行
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
所
得
の
申
告
を
し
て

か
ら
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

問 

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
１

Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
サ
ー
ビ
ス
の
お
知

ら
せ

　
消
防
本
部
通
信
指
令
セ
ン
タ
ー
で

は
、「
聴
覚
・
言
語
障
害
者
向
け
」

Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　
会
話
の
不
自
由
な
方
が
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
等
の
画
面
を
タ
ッ
チ
す
る

こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
消
防
へ
１
１
９
番
通
報
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。

　

シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
際
し
て
は
、

事
前
に
登
録
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
登
録
を
ご
希
望
の
方
は

申
請
窓
口
へ
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
５
月
か
ら
２
次
元
コ
ー
ド

で
登
録
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
詳
し
く
は
消
防
本
部
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
下

記
の
２
次
元
コ
ー

ド
は
消
防
本
部
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

す
。　

問 

消
防
本
部　

通
信
指
令
課
（
平

柳
町
１
丁
目
）
☎

（22）
０
１
１
９
（
ガ

イ
ダ
ン
ス
６
番
）　

FAX 

（23）
６
５
６
２

※
手
話
通
訳
者
は
常
駐
し
て
お
り
ま

せ
ん
の
で
筆
談
な
ど
で
の
会
話
と
な

る
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

障
が
い
福
祉
課　
　

☎
（21）
２
２
０
３

こ
ん
な
時
は
国
民
年
金
の
手
続
き
を

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
全
て
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
ま
す
。
年
金
の
種
別
は
次
の
３
種

類
で
、
種
別
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

や
変
更
な
ど
の
手
続
き
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

第
１
号
被
保
険
者
…
自
営
業
者
・
学

生
等

　
年
金
の
手
続
き
は
、
全
て
ご
自
身

で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者
…
厚
生
年
金
に
加

入
し
て
い
る
お
勤
め
の
方
等

　
年
金
の
手
続
き
は
、
勤
め
先
の
事

業
主
が
行
い
ま
す
が
、
60
歳
未
満
で

退
職
し
た
場
合
は
、
第
１
号
被
保
険

者
に
な
る
た
め
の
手
続
き
を
ご
自
身

で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者
…
第
２
号
被
保
険

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

　
年
金
の
手
続
き
は
、
配
偶
者
の
勤

め
先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す
が
、
次

の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
60
歳
未
満

で
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
場

合
は
、
第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
た

め
の
手
続
き
を
ご
自
身
で
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

①
配
偶
者
の
退
職
／
②
本
人
の
パ
ー

ト
等
収
入
の
増
加
／
③
配
偶
者
の
死

亡
／
④
離
婚
な
ど

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
手
続
き
に

必
要
な
も
の

・
資
格
喪
失
証
明
書
等

・
手
続
き
さ
れ
る
方
の
年
金
番
号
が

わ
か
る
も
の
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
通
知
カ
ー
ド
の
う
ち
、
い
ず
れ

か
一
つ

・
来
庁
さ
れ
る
方
の
ご
本
人
確
認
が

で
き
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
等
）

【
代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合
】・
委

任
状
（
様
式
自
由
）

場
所　
栃
木
年
金
事
務
所
（
城
内
町

１
丁
目
）、
保
険
年
金
課
（
本
庁
舎

２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課

問 

栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（22）
４
１
３
１

保
険
年
金
課　
　
　
☎

（21）
２
１
３
４

令
和
６
年
全
国
家
計
構
造
調
査
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
総
務
省
統
計
局
は
本
年
10
月
か
ら

11
月
ま
で
の
２
か
月
間
、
全
国
家
計

構
造
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
準
備
調
査
と
し
て
、
８
月
か
ら
調

査
員
が
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
地
域

を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
皆
さ
ん
に
日
々
の

収
入
や
支
出
な
ど
を
回
答
い
た
だ

き
、
国
民
生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
す
。
調
査
結
果
は
、
社

会
保
障
や
福
祉
政
策
の
検
討
な
ど
、

国
民
生
活
に
身
近
な
さ
ま
ざ
ま
な
政

策
な
ど
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
調
査
票
に
書
か
れ
た
内
容
は
「
統

計
法
」
の
規
定
に
よ
り
適
正
に
管
理

し
、
統
計
作
成
目
的
以
外
の
使
用
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　
８
月
～
12
月

対
象　
無
作
為
に
選
定
さ
れ
た
世
帯

問 

総
合
政
策
課　

  

☎
（21）
２
３
０
６

都
市
計
画
の
構
想
の
縦
覧
お
よ
び

公
聴
会
の
延
期
の
お
知
ら
せ

　
広
報
と
ち
ぎ
７
月
号
掲
載
の
「
都

市
計
画
の
構
想
の
縦
覧
お
よ
び
公
聴

会
の
お
知
ら
せ
」
に
つ
い
て
、
縦
覧

お
よ
び
公
聴
会
開
催
を
延
期
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
な
お
、
縦
覧
期
間
お
よ
び
公
聴
会

の
開
催
日
時
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、

改
め
て
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

問 

都
市
計
画
課　

  

☎
（21）
２
４
３
１

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す

日
時
　
７
月
23
日
（
火
）
～
８
月
29

日
（
木
）

対
象
　
市
内
全
て
の
農
地

内
容
　
農
地
を
見
回
り
、
耕
作
の
状

況
な
ど
か
ら
遊
休
農
地
に
な
っ
て
い

な
い
か
判
断
し
ま
す
。

  

そ
の
際
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
等
が
農
地
へ
立
ち
入
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問 

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
３
９
４

ア
ダ
プ
ト
制
度
に
参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か

　
ア
ダ
プ
ト
制
度
と
は
、
個
人
や
団

体
、
企
業
等
の
グ
ル
ー
プ
に
道
路
・

河
川
・
公
園
の
公
共
施
設
に
お
い

て
美
化
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

し
て
い
た
だ
く
市
民
参
加
の
制
度
で

す
。

　
市
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
の
加

入
を
始
め
、
清
掃
用
具
の
貸
出
や
草

花
の
種
・
球
根
の
配
布
等
の
支
援
を

行
い
ま
す
。

　
き
れ
い
で
住
み
よ
い
街
づ
く
り
の

た
め
に
、
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
！

～
ア
ダ
プ
ト
制
度
の
流
れ
～

（
１
）
市
へ
問
合
せ
を
す
る

（
２
）
市
と
協
議
を
し
て
活
動
区
域

を
設
定
し
、
届
出
書
を
提
出
す
る

（
３
）
市
と
合
意
書
を
取
り
交
わ
す

（
４
）
市
と
協
議
し
な
が
ら
維
持
管

理
活
動
を
行
う

問 

道
路
・
河
川:

道
路
河
川
維
持

課　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
７
７
３

公
園:

公
園
緑
地
課　

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
７
７
９

本
人
が
窓
口
に
来
庁
で
き
な
い
場

合
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
代

理
受
取
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
原
則
、

申
請
者
ご
本
人
に
受
け
取
り
い
た
だ

き
ま
す
が
、
病
気
や
身
体
の
障
が
い

等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
来

庁
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
限
り
、
代
理
人
（
法
定
代
理
人

ま
た
は
任
意
代
理
人
）
の
方
が
カ
ー

ド
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
来
庁
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
理
由
は
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

代
理
人
受
取
に
必
要
な
書
類

　
申
請
者
と
代
理
人
の
方
の
本
人
確

認
書
類
等
を
ご
持
参
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
必
ず
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
に

つ
い
て
）

注
意　

仕
事
が
多
忙

と
い
う
理
由
は
、「
や
む
を
得
な
い

理
由
」
に
該
当
し
ま
せ
ん
。
平
日
の

受
け
取
り
が
難
し
い
方
は
、
日
曜
窓

口
（
毎
月
第
２
日
曜
午
前
中
・
予
約

制
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
日
曜
窓
口
の
ご
案
内
）

問
市
民
生
活
課　

☎
（21）
２
１
２
６

大
平
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（43）
９
２
０
９

藤
岡
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（62）
０
９
０
３

都
賀
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（29）
１
１
０
２

西
方
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（92）
０
３
０
６

岩
舟
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（55）
７
７
５
４
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